
一
一
五

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名　
　

（
八
七
）

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名

八
七　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
先
立
っ
て
行
っ
た
議
事
に
関
す
る
例

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
は
、
他
の
全
て
の
案
件
に
先
立
っ
て
行
う
定
め
で
あ
る
が
、
第
一
回
国
会
以
来
、
内
閣
総
辞
職

決
定
後
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
前
に
行
っ
た
議
事
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

役
員
の
選
挙
、
辞
任
及
び
信
任
に
関
す
る
件

一　

議
席
の
指
定

一　

新
議
員
の
紹
介

一　

会
期
の
件

一　

会
期
延
長
の
件

一　

請
暇
の
件

一　

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一　

参
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

一　

委
員
の
選
任

憲 

第
六
七
条



一
一
六

一　

特
別
委
員
会
設
置
の
件

一　

調
査
会
設
置
の
件

一　

情
報
監
視
審
査
会
委
員
の
辞
任
及
び
選
任

一　

政
治
倫
理
審
査
会
委
員
の
選
任

一　

各
種
委
員
の
選
挙

一　

永
年
在
職
議
員
表
彰
の
件

一　

皇
太
后
陛
下
崩
御
に
つ
き
弔
意
を
表
す
る
件

一　

逝
去
し
た
議
員
等
の
哀
悼
に
関
す
る
件

一　

法
制
局
長
の
任
命
承
認
の
件

参
照　

九
七
号

八
八　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
は
、
単
記
記
名
投
票
で
行
う

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
は
、
単
記
記
名
投
票
で
こ
れ
を
行
い
、
投
票
の
過
半
数
を
得
た
者
を
指
名
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
注
）
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
は
、
第
二
十
二
回
国
会
に
お
い
て
本
院
規
則
が
改
正
（
昭
和
三
十
年
三
月
十
八
日
議
決
）
さ
れ
る
ま
で

憲 

第
六
七
条

規 

第
二
〇
条



一
一
七

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名　
　

（
八
八
―
九
〇
）

は
、
単
記
記
名
投
票
に
よ
り
、
ま
ず
指
名
さ
れ
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
つ
い
て
議
決
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

参
照　

七
四
号
、
四
二
四
号

八
九　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
を
行
う
と
き
は
、
議
場
を
閉
鎖
し
な

い

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
を
行
う
と
き
は
、
選
挙
の
投
票
の
場
合
と
同
様
、
議
場
の
入
口
を
閉
鎖
し
な
い
。

参
照　

五
〇
号
、
三
四
一
号

九
〇　

単
記
記
名
投
票
に
は
、
議
員
の
氏
名
を
記
入
し
た
投
票
用
紙
を
用
い
、

議
員
は
、
氏
名
点
呼
に
応
じ
て
こ
れ
を
演
壇
に
持
参
し
て
投
票
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
単
記
記
名
投
票
に
は
、
議
席
に
備
え
た
議
員
の
氏
名
を
記
入
し
た
投
票
用
紙
を
用
い
、
議
員

は
、
氏
名
点
呼
に
応
じ
て
こ
れ
を
持
参
し
、
議
長
席
に
向
か
っ
て
右
方
か
ら
演
壇
に
登
り
参
事
に
投
票
を
渡
し
（
投
票

の
投
函
は
、
議
員
に
代
わ
っ
て
参
事
が
行
う
）
、
議
長
席
に
向
か
っ
て
左
方
か
ら
降
り
て
席
に
復
す
る
。

（
規 

第
一

四

〇

一

四

〇

条
）



一
一
八

（
注
）
投
票
の
際
、
議
員
は
、
当
初
投
票
用
紙
の
ほ
か
、
白
色
の
木
札
の
名
刺
を
持
参
し
て
い
た
が
、
第
二
十
二
回
国
会
昭
和
三
十
年

三
月
十
八
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
以
後
、
白
色
の
木
札
の
名
刺
は
持
参
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
第
百
二
十

九
回
国
会
平
成
六
年
六
月
二
十
九
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
ま
で
は
赤
色
の
投
票
用
紙
を
使
用
し
て
い
た
。

参
照　

一
五
号
、
四
九
号
、
三
四
三
号
、
三
九
二
号

九
一　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
際
、
議
員
が
登
壇
し
て
投
票
で
き
な
い
場

合
は
、
参
事
が
そ
の
議
席
に
至
り
、
投
票
を
受
け
取
り
、
代
わ
っ
て

投
票
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
際
、
病
気
等
の
た
め
登
壇
し
て
投
票
で
き
な
い
議
員
か
ら
投
票
の
持
参
を
参
事
に
委
託
し
た

い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
こ
れ
を
許
可
し
、
参
事
が
そ
の
議
席
に
至
り
、
投
票
を
受
け
取
り
、
代
わ
っ

て
投
票
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
第
九
十
三
回
国
会
閉
会
後
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
一
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
次
の
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

一
、
あ
ら
か
じ
め
投
票
委
託
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
が
事
前
に
許
可
す
る
が
、
そ
の
際
、
そ
の
旨
を
議
院
運
営
委
員

会
理
事
会
に
報
告
す
る
。
な
お
、
議
場
で
申
出
が
あ
り
、
議
長
が
こ
れ
を
許
可
す
る
際
は
、
事
前
に
そ
の
旨
を
議
院
運
営



一
一
九

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名　
　

（
九
一
、
九
二
）

委
員
長
に
伝
え
る
。

二
、
議
場
内
で
の
許
可
の
宣
告
は
行
わ
な
い
。

三
、
議
員
が
投
票
委
託
を
申
し
出
る
際
、
そ
の
必
要
性
が
数
日
間
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
申
し
出
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
、
議
長
は
こ
れ
に
基
づ
き
数
日
間
に
わ
た
る
投
票
委
託
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

五
一
号
、
三
四
四
号

九
二　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
に
お
け
る
無
効
投
票
は
、
投
票
総
数

に
算
入
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
に
お
け
る
無
効
投
票
（
白
票
を
含
む
）
は
、
投
票
総
数
に
算
入
す
る
。
な
お
、
白
票
に
つ

い
て
は
、
議
長
は
、
投
票
の
結
果
の
報
告
に
当
た
っ
て
他
の
無
効
投
票
と
区
別
し
て
そ
の
票
数
を
宣
告
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
投
票
に
お
い
て
無
効
投
票
が
あ
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
回
国
会　

昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
単
記
記
名
投
票
に
お
い
て
白
票
が
一
票
、

ま
た
、
決
選
投
票
に
お
い
て
白
票
が
七
票
、
無
効
票
が
三
票
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
投
票
総
数
に
算
入
し

た
。

（
規 

第
二
〇

条
）



一
二
〇

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

五
二
号
、
五
三
号

九
三　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
っ
た
例

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
投
票
の
過
半
数
を
得
た
者
が
な
い
と
き
は
、
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
二
人
に
つ
い

て
決
選
投
票
を
行
う
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
回
国
会　

昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
吉
田
茂
君

が
指
名
さ
れ
た
。

第
八
十
九
回
国
会　

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
六
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
大
平
正

芳
君
が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
十
五
回
国
会　

平
成
元
年
八
月
九
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
土
井
た
か
子
君

が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
十
八
回
国
会　

平
成
二
年
二
月
二
十
七
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
海
部
俊
樹

君
が
指
名
さ
れ
た
。

規 

第
二
〇
条



一
二
一

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名　
　

（
九
三
）

第
百
二
十
二
回
国
会　

平
成
三
年
十
一
月
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
宮
澤
喜
一

君
が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
四
十
三
回
国
会　

平
成
十
年
七
月
三
十
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
菅
直
人
君

が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
六
十
八
回
国
会　

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
小
沢

一
郎
君
が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
七
十
回
国
会　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
小
沢
一

郎
君
が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
七
十
七
回
国
会　

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、
野
田

佳
彦
君
が
指
名
さ
れ
た
。

第
百
八
十
二
回
国
会　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
い
て
決
選
投
票
を
行
い
、

安
倍
晋
三
君
が
指
名
さ
れ
た
。



一
二
二

九
四　

内
閣
総
理
大
臣
を
指
名
し
た
と
き
は
、
即
日
そ
の
旨
を
衆
議
院
に
通

知
す
る

内
閣
総
理
大
臣
を
指
名
し
た
と
き
は
、
即
日
そ
の
旨
を
議
長
か
ら
衆
議
院
議
長
に
通
知
す
る
。

九
五　

内
閣
総
理
大
臣
の
任
命
式
に
は
、
議
長
が
列
席
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
任
命
式
が
皇
居
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
衆
議
院
議
長
と
共
に
列
席
す
る
の
を
例
と

す
る
。九

六　

内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る

内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
九
十
一
回
国
会
閉
会
後　

昭
和
五
十
五
年
六
月
十
二
日
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
か
ら
本
院
議
長
に
同
日
内
閣
総

理
大
臣
大
平
正
芳
君
が
逝
去
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

国 
第
八
六
条

（
国 

第
六
五

条
）

（
憲 

第
六
条
）

国 

第
六
四
条

（
憲 

第
七
〇

条
）



一
二
三

第
六
章　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名　
　

（
九
四
―
九
七
）

九
七　

内
閣
が
総
辞
職
を
決
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
の
通
知
が
あ

る

内
閣
が
総
辞
職
を
決
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
本
院
議
長
に
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る
。

な
お
、
総
選
挙
後
、
初
め
て
国
会
が
召
集
さ
れ
た
と
き
は
、
内
閣
は
、
召
集
日
当
日
総
辞
職
を
決
定
し
て
い
る
。

参
照　

八
七
号

国 
第
六
四
条

（
憲 

第
六
九

条
）

（　

 

第
七
〇

条
）




